
合算制度利用申出書（退職時）の

提出手続き動画マニュアル

＜退職者向け＞

0



合算制度利用申出とは

はじめに

1

転職した前後の法人での勤務期間を合算して退職手当金を受給できる制度です。
合算制度を利用するには、最初に退職した法人では１年以上の在籍があり退職手当金を受
け取らないこと、次の法人に３年以内に就職して制度に加入することが条件となります。
ここでは、下の図でＡ法人を退職する際に行う手続きについて説明します。

Ａ法人
１０年間勤務 退職

Ｂ法人
５年間勤務 退職

３年以内

合算申出

１５年間分の
退職手当金を受給



退職者識別コードの受領

合算制度利用の申出を始める前に、
勤務先の法人から、「退職者識別コード」
と「ＱＲコード」が記載された右の画面の
用紙を受け取ります。

勤務していた法人から退職者識別コードが記載された用紙を受け取る
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QRコードを読み取り、
「退職手当金請求者の情報
入力」画面を表示する

勤務していた法人から受領した用紙に記
載されているQRコードを読み取ります。

Androidの場合は、カメラまたはGoogleレ
ンズを起動します。（使用する機種により、
一部操作手順が異なる場合があります。）

iPhoneの場合は、カメラを起動します。

QRコードにカメラをかざすと画面にQRコードの
読み取り結果が表示されるのでタップします。

Android iPhone

スマートフォンでＱＲコードを読み取る
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Webサイト



退職者認証をする①

QRコードを読み取り、
退職手当金請求者の情報を入力する

QRコードの読み取りに成功しタップすると、

スマートフォンの画面に、

「退職手当金請求者の情報入力」画面が表示されます。
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退職者基本情報の登録
合算制度の利用資格があることを確認するため、退職者の
基本情報を登録します。

退職者認証をする②

画面の項目に、退職者の基本情報を入力します。
※入力したメールアドレス宛に、この後使用する「認証コード」が
メールで届きます。

入力が完了したら、「登録」ボタンをクリックします。

・勤務先の法人から受領した用紙の退職者識別コードと相違が無いようにしてください。

・外国籍の方が退職者名を入力する場合は、姓・名を併せた形で「姓」の欄に
入力してください。 なお、姓・名に「スペース」が含まれている場合は、「スペース」を
「・」に変換したうえで入力してください。

認証に失敗した場合は勤務先へ連絡し、生年月日等を
間違えて登録していないか確認をしてください。
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退職者認証をする③

認証コードの入力

続いて表示される「退職者認証」画面に「①認
証コード」を入力し、「②ログイン」ボタンをクリック
します。
認証コードの有効期限は10分間です。

登録ボタンをクリックすると「認証コード」が記載
された案内メールが機構からすぐに届きます。

メールが届かない場合は、迷惑メールの設定を確認して
ください。
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①

②



合算制度の利用

ログイン後、「合算制度を利用」ボタンをクリックして
手続きを開始します。

合算制度の利用手続きをはじめる
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合算制度利用申出の
対象者であることの確認

続いて、合算制度利用申出の対象となる
退職者であることを確認します。

画面に表示されている内容に誤りがある場合は、
勤務先の法人へ確認をお願いします。

次に個人情報の取扱いを確認し、
「①個人情報の取り扱いについて同意します」に✓を入れ、
「②次へ」ボタンをクリックします。

個人情報の取扱いに同意
いただかないと、先に進むこ

とは出来ません

退職者の情報を確認し、個人情報の取扱い等に同意する
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①

②



連絡先の登録

続いて、合算制度利用申出を行う
退職者の連絡先を入力します。

入力内容に誤りがないことを確認して、
「次へ」ボタンをクリックします。

退職者の連絡先を登録する
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合算制度の利用に必要な
情報の最終確認

登録した内容を修正する場合、「戻る」ボタンを
クリックして、修正を実施してください。

提出内容の最終確認を行う

最後に、これまでに登録した内容に
誤りが無いことを確認し、
「機構へ提出する」ボタンをクリックします。
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最終確認後、「はい」を
クリックします。



提出完了

お疲れ様でした。
これにて合算制度利用申出書の提出手続きは完了となります。
手続き完了後、合算制度利用のための引継ぎコードが表示されます。

引継ぎコードを控える

表示された引継ぎコードは必ずお控えいただき、
次の共済契約者に雇用されるまで大切に保管してください。
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合算制度の利用期限は3年以内となります。
再就職された場合、引継ぎコードを次の共済契約者に
必ずお伝えください。
共済契約者を通じて機構に合算制度の利用を
申し出ていただくこととなります。
期限までに再就職ができない場合は、
合算制度を利用できませんのでご注意ください。



引継ぎコードを紛失した場合の対応
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引継ぎコードを紛失等した場合は、機構へお問い合わせください。

引継ぎコードを紛失等した場合
check

【問い合わせ先】
独立行政法人福祉医療機構 共済部 退職給付課
Tel : 0570-050-294



合算制度利用申出書の提出が完了すると、機構から受付完了のお知らせメールが届きます。

メールの受領

提出後の流れ
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合算制度利用申出書の提出手続き動画マニュアルは
以上となります
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